
令和８年度から中学生のスポーツ・文化芸術活動が変わります

令和７年度まで 令和８年度以降※１

休日の活動 学校部活動 「認定地域クラブ活動」※２

平日の活動 学校部活動 原則、学校部活動※３

活動
時間

休日 土日いずれかの１日３時間程度 １日３時間程度※４

平日 放課後１日２時間程度 放課後１日２時間程度

常時活動の場所 学校 学校や公共施設等※５

指導者 部活動顧問（教員）・部活動指導員 地域の指導者（兼職兼業の教員を含む）

大会参加 学校部活動 原則、地域クラブ活動※６

大会の引率 部活動顧問（教員）・部活動指導員 地域の指導者（兼職兼業の教員を含む）※７

費用
・学校負担（PTA会費など）
・各部が定める部費

・学校部活動は従来通り
・地域クラブは運営主体が定める費用※８

※１…市町によって、進捗状況が異なります。詳細はお住まいの市町からの情報をご確認ください。
※２…休日の活動は他にも、市町が独自に認定するクラブや既存のクラブ、教室、習い事などがあり、生徒が自由に活動を選択することができます。
※３…市町によっては、平日の地域展開の体制が整い次第、地域クラブ（「認定地域クラブ」や市町独自の認定クラブ 等）へ展開されることもあります。
※４…平日は学校部活動を実施し、休日のみ地域クラブ活動を実施する場合には、原則として休日の地域クラブ活動において少なくとも１日の休養日が設

定されます。
※５…活動場所への移動は、徒歩や自転車、公共交通機関、保護者送迎となります。
※６…市町の方針や大会によっては、学校部活動で参加する場合もあります。
※７…例外的に学校部活動で大会に出場する場合は、これまで通り部活動顧問や部活動指導員の引率が原則です。
※８…認定地域クラブの場合は、低廉な価格が設定されます。具体的な価格は、市町や認定地域クラブが定めます。

●「部活動改革および地域クラブ活動の推進等に関する方針（令和８年４月）」により、市町の公立中学生の
スポーツ・文化芸術活動の多くは「認定地域クラブ活動」に変わっていきます。
●認定地域クラブ活動とは、中学校の学校部活動を継承・発展させたスポーツ・文化芸術活動で、活動時間や
休養日、指導者体制、安全体制など、国が定める基準をもとに市町が認定するクラブです。



「認定地域クラブ活動」への参加に関するQ＆A

Q２：「認定地域クラブ活動」の参加費用は何に使われますか。
A：指導者への謝金や練習に使う用具、施設の使用料、保険料などが想定されます。

Q４：「認定地域クラブ」の活動中に怪我をした場合、どのような対応がとられますか。
  A：応急手当や保護者への連絡、緊急時の救急車の手配などは、その指導者（運営団体）が行います。治

療・通院に必要な経費は、参加者が「認定地域クラブ」に所属する際に加入している保険で対応します。

Q５：「認定地域クラブ」の活動に関する悩みや、活動中の嫌がらせ・いじめがあった場合、誰に報告・相談
     をすればいいですか。
  A：まずは「認定地域クラブ」の指導者にご相談ください。指導者に話せないことは運営団体（または市

町）にご相談ください。悩みや嫌がらせ等の原因が「認定地域クラブ」の活動にある場合は、「認定
           地域クラブ」指導者や運営団体（または市町）が対応します。学校生活に影響がでないよう、学校と連
           携して対応することもあります。

Q６：中学生への指導経験が少ない方が指導することはありませんか。
  A：「認定地域クラブ」では、指導者の認定要件として「市町が定める研修を受ける」ことになっています。
           研修には、ハラスメント防止等の服務規律や、発達段階を考慮した生徒への指導方法、安全管理・事故
           対応などがあり、適切な指導ができる指導者の育成を図っています。

Q３：同じ競技や活動でも市町が違うと参加費が違ったり、同じ市町内でも競技や活動によって参加費が異な
るのはなぜですか。

  A：参加者や指導者の数、使用する用具の量、施設の使用料などは市町や競技・活動によって異なるため、
参加費に違いが生じることが起こります。

Q７：「認定地域クラブ」から大会・コンクール等に出場できますか。
A：所属する（希望する）「認定地域クラブ」が、大会主催者が定める出場要件を満たしていれば可能です。

Q１：「認定地域クラブ活動」にはどのような競技・活動がありますか。
A：原則、これまで学校部活動にあった競技や活動がありますが、学校部活動にはない活動を行っている市
町もあります。詳細については、お住まいの市町からの情報をご確認ください。

Q８：休日に練習試合はありますか。
A：「認定地域クラブ」の活動計画に則って、行われることが考えられます。

Q９：市町によって大会の出場方針が違うのは、なぜですか。
A：部活動の地域展開は、国や県の方針を受け、市町が定めた方針に沿って行われているためです。
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